
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０００年に「児童虐待防止法」が成立してから１０年が過ぎました。この間、２度の大きな法

改正を経て、子ども虐待に対するさまざまな対応手段が用意されてきました。国や自治体・

関係機関、民間団体は子ども虐待防止に積極的に取り組み、児童相談所や施設等の拡充も

図られてきました。 

しかし、市町村や児童相談所に対する虐待通報件数は増加の一途をたどり、虐待で命を

落とす子どもの数は毎年５０人を超え、いっこうに減少の気配をみせていません。 

今回のシンポジウムでは「児童虐待防止法施行後の１０年」を振り返り、その成果と課題を

整理するとともに、医療、児童相談所、施設での新たな取り組みを取り上げ、これからの虐

待対応のあり方を展望します。 

子ども虐待のない社会をめざすためにどうしたらよいのか、皆さんとともに考えたいと

思います。 

日時： 平成 22 年６月１９日（土） １３：３０～１６：３０（１３：００ 受付開始） 

場所： 発明会館  

吉田恒雄（NPO法人 児童虐待防止全国ネットワーク理事長） 

「子ども虐待の防止 ―これまでの１０年とこれからの１０年」 

児童虐待防止法の１０年ーその成果と展望ー 

＝シンポジスト＝ 

奥山眞紀子氏（国立成育医療研究センター） 

「今後の児童虐待防止に向けた医療の取組について」 

長澤克樹氏(児童養護施設 クリスマスヴィレッジ) 

「東京都の専門機能強化型児童養護施設について」 

鈴木浩之氏(神奈川県中央児童相談所) 

「当事者参画型の再統合のとりくみについて」 

 

 

 

シンポジウム 

児児童童虐虐待待防防止止法法のの１１００年年  

ーーそそのの成成果果とと展展望望ーー  

基 調 講 演 

 

NPO 法人 児童虐待防止全国ネットワーク シンポジウム 

問い合わせ先  

NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク 
〒156-0043 東京都世田谷区松原 1-38-19 東建ビル 605 

e-mail ： info@orangeribbon.jp  TEL/FAX ： 03-6380-6380 

【入場無料 ・ 事前申込丌要 ・ 無料一時託児あり(要事前申込)】 

 

主催 ： NPO 法人 児童虐待防止全国ネットワーク 

財団法人こども未来財団 

 

後援 ： 内閣府 文部科学省 厚生労働省 

日本子ども虐待防止学会 

公益財団法人 SBI 子ども希望財団 

読売新聞社 

 

子子どどもも虐虐待待防防止止  

オオレレンンジジリリボボンン運運動動  

東京都港区虎ノ門 2-9-14  

℡03-3502-5499 

地下鉄銀座線「虎ノ門」駅  

3 番出口 徒歩 5分 

地下鉄「霞ヶ関」駅  

A13番出口 徒歩13分 

mailto:info@orangeribbon.jp

